
〔重要な会計方針〕

１．運営費交付金収益の計上基準

２．減価償却の会計処理方法

　　　 (1) 有形固定資産（リース資産を除く。）

　　 　　　　　定額法を採用しております。

　　　　　　　 なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりであります。

　　　　　　　　　　建        物 

　　　　　　　　　　構　 築　 物

　　　　　　　　　　工具器具備品

　　　 (2) 無形固定資産

　　　　　 　　定額法を採用しております。

　　　　　 　　耐用年数としております。

　　　 (3) リース資産

　　　　　 　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３．貸倒引当金の計上基準

４．賞与引当金の計上基準

独立行政法人勤労者退職金共済機構

なお、法人 内利 用の ソフ トウ ェア に つ いて は、 法人 内に おけ る 利 用可 能期 間（ ５年 ）を

当事業年度より、改訂後の 「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」（令和３年

　　　おります。

なお、独立行政法人会計基準等のうち、収益認識に係る改訂内容は令和５事業年度から適用します。

９月21日改訂）並びに 「『独立行政法人会計基準』及び『独 立行 政法 人会 計基 準注 解』 に 関 する

Q＆A」（令和４年３月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）のうち、時価の算定に係る改訂

　　　　期間進行基準を採用しております。

　　　基準を採用しております。

当機構の運営費交付金の使途は、管理部門の活動に係る費用のみであることから、期間進行

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

なお、雇用促進融資勘定の役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置がなさ

　　　れる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しております。

　　　権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき金額を計上して

内容を適用して、財務諸表等を作成しております。
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５．退職給付に係る引当金の計上基準及び退職給付費用の処理方法

６．金銭信託の評価基準及び評価方法

　　　　時価法

７．有価証券の評価基準及び評価方法

　　　(1) 満期保有目的債券

　　   　　　償却原価法（定額法）

８．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　(1) 貯蔵品

  　　　　　移動平均法による低価法

９．債券発行差額の償却方法

１０．リース取引の処理方法

　　　　係る方法に準じた会計処理によっております。

　　　　に係る方法に準じた会計処理によっております。　　 

１１．消費税等の会計処理

　　　　消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

リ ー ス 料 総 額 が 300 万 円 以 上 の フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に つ い て は 、 通 常 の 売 買 取 引に

リ ー ス 料 総 額 が 300 万 円 未 満 の フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 取 引 に つ い て は、 通常 の 賃 貸借 取引

　　　　　債券発行差額は、債券の償還期間にわたって償却しております（定額法）。

　　　して計上しております。

退職一時金については、期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を

　　　業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法

　　　については期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、各事業年度の発生時において費用処理しております。

企業年金基金から支給される年金給付については、役職員の退職給付に備えるため、当該事

適用しております。このうち、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである雇用促進融資

勘定の退職一時金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返として計上して

また、運営費交付金により、掛金及び年金積立不足額に対して財源措置がなされる見込みであ

る雇用促進融資勘定の企業年金基金については、退職給付引当金と同額を退職給付引当金見返と

　　　おります。



１２．その他の重要な事項

　　　(1) 支払備金

　　　　がないものの金額を計上しております。

　　　(2) 責任準備金

１．生命保険資産とは、生命保険会社に委託運用しているものです。

２．有価証券に関する事項

　(1) 満期保有目的の債券で時価のあるもの　　　　　　　　　　　　　

　(2) 満期保有目的の債券のうち満期があるものの今後の償還予定額　　　　　　　　　　　　　　

当事業年度末までに請求を受けた退職金等の支払未済のもの及び、当事業年度末までに退

被共済者の将来の退職金の支払いに備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構の業

職届があったものもしくは、退職届の提出はないが退職と認められるもの等の退職金で請求

務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令（平成15年厚生労働省令第152号）第19条

の 規 定 に よ り 、 厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る と こ ろ （ 令 和 ４ 年 厚 生 労 働 省 発 雇 均 0303 第 ３ 号 責 任

準備金の積立てについて）及び厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課長の定めるところ

　　　　（令和３年雇均勤発0329第１号責任準備金の積立てについて）による金額を計上しております。

〔貸借対照表注記〕

貸借対照表

計上額(円)

(1)国債・地方債等 1,058,767,776,546 1,070,324,010,000 11,556,233,454

(2)金融債 97,300,000,000 98,017,660,000 717,660,000

小計 1,156,067,776,546 1,168,341,670,000 12,273,893,454

(1)国債・地方債等 1,753,591,581,782 1,711,447,128,000 △ 42,144,453,782

(2)金融債 317,000,000,000 313,846,730,000 △ 3,153,270,000

小計 2,070,591,581,782 2,025,293,858,000 △ 45,297,723,782

3,226,659,358,328 3,193,635,528,000 △ 33,023,830,328

時価が貸借対照表計上額を超える
もの

種類 時価(円) 差額（円）

時価が貸借対照表計上額を超えな
いもの

合計

１年超５年 ５年超10年
以内(円) 以内(円)

債券

　(1)国債・地方債等 269,973,717,238 793,482,103,656 935,616,746,677 813,286,790,757

　(2)金融債 9,700,000,000 283,600,000,000 121,000,000,000 －

合計 279,673,717,238 1,077,082,103,656 1,056,616,746,677 813,286,790,757

１年以内(円) 10年超(円)



３．金融商品の状況に関する事項

４．金融商品の時価等に関する事項

(注) 負債に計上されるものは（　）で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

　 (１) 有価証券及び投資有価証券

　　　　これらの時価について、債券は金融機関から提示された価格によっております。

   (２) 金銭信託

　　　　金銭信託の時価は、金融機関から提示された価格によっております。

　借入金及び財形住宅債券を財源としております。

来 に わ た り 確 実 に 給 付 す る こ と が で き る よ う 、 安 全 か つ 効 率 を 基 本 と し て 実 施 し て お り ま す 。

資産の運用に当たっては、中小企業退職金共済法その他の法令を遵守するとともに、退職金を将

なお、財形勘定では、勤労者の財産形成に関する業務を行っており、主たる業務として、財産形

成の促進及び生活安定のための持家取得資金の貸付を行っております。貸付業務は金融機関からの

　　また、雇用促進融資勘定の債権管理回収業務は補助金等を財源としております。

及び預金については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。また、現金

　す。

貸借対照表

計上額(円)

　(1)有価証券及び投資有価証券 3,226,659,358,328 3,193,635,528,000 △ 33,023,830,328

　　 ①　満期保有目的の債券 3,226,659,358,328 3,193,635,528,000 △ 33,023,830,328

　(2)金銭信託 2,572,509,897,655 2,572,509,897,655 －

　(3)財形融資貸付金 250,586,833,562 250,594,903,450 8,069,888

　(4)財形融資資金貸付金 7,744,372,450 7,854,459,496 110,087,046

　(5)福祉施設等設置資金貸付金 80,382,000

　　　　　　貸倒引当金 △ 7,459,320

72,922,680 86,774,731 13,852,051

　(6)破産更生債権等 935,293,402

　　　　　　貸倒引当金 △ 820,816,549

114,476,853 114,476,853 －

　(7)長期借入金 (46,666,000,000) (47,348,673,155) (682,673,155)

　(8)財形住宅債券 (201,250,000,000)

　　　　　　債券発行差額 (△95,732,805)

(201,154,267,195) (201,228,166,172) (73,898,977)

時価(円) 差額(円)



　 (３) 財形融資貸付金 、(４)　財形融資資金貸付金

　 (５)福祉施設等設置資金貸付金

   (６) 破産更生債権等

　 (７) 長期借入金 、(８)　財形住宅債券

５．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

（１）時価をもって貸借対照表計上額とする金融商品

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

　 金銭信託 1,069,911,659,967 1,502,598,237,688 － 2,572,509,897,655

（２）時価をもって貸借対照表計上額としない金融商品

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

　　満期保有目的の債券 1,157,565,460,000 2,036,070,068,000 － 3,193,635,528,000

財形融資貸付金 － 250,594,903,450 － 250,594,903,450

財形融資資金貸付金 － 7,854,459,496 － 7,854,459,496

福祉施設等設置資金貸付金 － － 86,774,731 86,774,731

破産更生債権等 － － 114,476,853 114,476,853

長期借入金 － 47,348,673,155 － 47,348,673,155

財形住宅債券 － 201,228,166,172 － 201,228,166,172

　　レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

　　レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

　　レベル３の時価：重要な観察できないインプットを複数使用して算定した時価

　　　　　                 時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイン

を、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法に よっておりま す。なお、長期借

　　　シュ・フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定する方法によっております。

担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は当

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー を 見 積 り 、 決 済 日 に 応 じ た リ ス ク フ リ ー レ ー ト で 割 り 引 い て 算 定 す る 方 法

福祉施設等設置資金貸付金の時価については、信用リスクを反映させた元利金合計額の将来

　　　事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としております。

　　　によっております。

　　　　                　 プットがそれぞれ属する レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

　　　　　　　　　　　　 に時価を分類しております。

時価

時価
区分

区分

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッ

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フロー

　　　入金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、次の三つのレベ

　　ルに分類しております。



（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

　　金銭信託

　　　　物のレベルに基づきレベル１の時価又はレベル２の時価に分類しております。

　　有価証券

　　　　す。

　　財形融資貸付金、財形融資資金貸付金

　　　  フローを、信用リスクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

　　福祉施設等設置資金貸付金

　　　  算出しており、重要なインプットが観察不能であることから、レベル３の時価に分類しております。

　　破産更生債権等

　　　  り、重要なインプットが観察不能であることから、レベル３の時価に分類しております。

　　長期借入金、財形住宅債券　

　　　  金及び財形住宅債券には、一年以内に返済予定のものが含まれております。

６．退職給付に関する事項

　 (1) 採用している退職給付制度の概要　　　　　　　

　　　しており、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。

破産更生債権等については、担保及び保証による回収可能見込額等に基づいて貸倒見積高を算定

しているため、時価は当事業年度末日における貸借対照表価額から貸倒見積高を控除した額としてお

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものは、レベル１の時価に

分類しており、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いたとしても市場が活発でない場合

財形融資貸付金及び財形融資資金貸付金の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・

福祉施設等設置資金貸付金の時価については、信用リスクを反映させて見積もった元利金合計額の

将来キャッシュ・フローを、決済日に応じたリスクフリーレートで割り引くとともに、貸倒見積高を控除して

　　　に基づいた一時金又は年金を支給しております。

長期借入金及び財形住宅債券の時価については、元利金合計額の将来キャッシュ・フローを、信用リ

スクを反映した割引率で割り引いて算定しており、レベル２の時価に分類しております。なお、長期借入

当機構は、役職員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度として、企業年金

　　 基金制度及び退職一時金制度を採用しております。

企業年金基金制度（積立型制度）では、労働関係法人企業年金基金に加入しており、給与と勤務期間

金銭信託については、取引金融機関から入手した価格を用いて評価しており、主に信託財産の構成

にはレベル２の時価に分類しており、主に地方債、政府保証債、財投機関債、金融債がこれに含まれま

退職一時金制度（非積立型制度）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給



　 (2) 確定給付制度　　　　　　　

 　 ① 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表(③に掲げられたものを除く)

　　　　　期首における退職給付債務

　　　　　　勤務費用

　　　　　　利息費用

　　　　　　数理計算上の差異の当期発生額

　　　　　　退職給付の支払額

　　　　　期末における退職給付債務

 　 ② 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　期首における年金資産

　　　　　　期待運用収益

　　　　　　数理計算上の差異の当期発生額

　　　　　　事業主からの拠出額

　　　　　　退職給付の支払額

　　　　　期末における年金資産

 　 ③ 簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

　　　　　期首における退職給付引当金

　　　　　　退職給付費用

　　　　　　退職給付への支払額

　　　　　期末における退職給付引当金

 　 ④ 退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

　　　　　積立型制度の退職給付債務

　　　　　年金資産

　　　　　積立型制度の未積立退職給付債務

　　　　　非積立型制度の未積立退職給付債務

　　　　　小計

　　　　　貸借対照表に計上された負債と資産の純額

　　　　　退職給付引当金

　　　　　前払年金費用

　　　　　貸借対照表に計上された負債と資産の純額

 　 ⑤ 退職給付に関連する損益

　　　　　勤務費用

　　　　　利息費用

　　　　　期待運用収益

　　　　　数理計算上の差異の当期の費用処理額

　　　　　簡便法で計算した退職給付費用

　　　　　合計

678,677,438円

172,483,080円

2,274,129,125円

△ 30,805,959円

0円

689,126,679円

5,397,499円

1,079,500,371円

1,091,680,079円

11,246,097円

△ 30,999,782円

26,535,894円

5,397,499円

42,052,056円

172,483,080円

246,468,529円

0円

2,629,246,135円

2,629,246,135円

2,629,246,135円

2,629,246,135円

0円

△ 230,368,711円

2,216,243,494円

2,216,243,494円

1,091,680,079円

△ 678,677,438円

413,002,641円

26,535,894円

△ 30,999,782円

51,356,500円



 　 ⑥ 年金資産の主な内訳

　　　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

　　　　　　債券

　　　　　　株式

　　　　　　生命保険一般勘定

　　　　　　その他資産

　　　　　合計

 　 ⑦ 長期期待運用収益率の設定方法に関する記載

　　　  ます。

 　 ⑧ 数理計算上の計算基礎に関する事項

　　　　　期末における主要な数理計算上の計算基礎

　　　　　　割引率 0.5%

　　　　　　長期期待運用収益率 0.0%

７．資産除去債務に関する事項

　を計上しておりません。

〔行政コスト計算書注記〕

１．独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト

行政コスト

自己収入等

機会費用

独立行政法人の業務運営に

関して国民の負担に帰せられるコスト

595,665,856,287円

△ 495,288,980,175円

1,176,498円

100,378,052,610円

100.0%

25.6%

5.6%

51.2%

17.6%

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、

年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しており

当機構は、賃貸借契約に基づく事業所等の退去時における原状回復義務を有していますが、当該

債務に関する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていないことか

ら、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該資産に見合う資産除去債務



２．機会費用の計上方法

　 (1) 政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した利率

　　　　10年利付国債の令和５年３月末利回りを参考に0.320％で計算しております。

　 (2) 国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法

　　　おります。

〔損益計算書注記〕

１．特退共通算について

　退職金共済制度であります。

〔キャッシュ・フロ－計算書注記〕

１．資金の期末残高の貸借対照表科目別内訳

現金及び預金

うち定期預金

（差引）資金残高 408,175,083,452円

408,272,083,452円

97,000,000円

当該職員が国又は地方公共団体に復帰後退職する際に支払われる退職金のうち、独立行政法人

での勤務期間に対応する部分について、給与規則に定める退職給付支給基準等を参考に計算して

特退共とは、商工会、商工会議所、自治体など税務署長の承認を受けた団体が実施している特定


